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【出席者】 西田委員長 牛尾副委員長 西川委員 村武委員 柳楽委員 小川委員  
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【議長団・委員外議員】川神議長 

【事務局】 小川局長 篠原書記 新開書記 鎌原書記 

 

 

議題 

  1 政務活動費の交付に関する後払い（精算払い）について 

資料 １ 

 

 

 

 

 

 

 

  2 事務事業評価について（三豊市、丹波市議会の先進事例 別紙 から意見交換） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 その他                                               
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  資料 １ 

政務活動費の交付に関する後払い（精算払い）について 

 

№ 支払い方法 メリット デメリット 

1案 全額年度末に精算後払い。 事務局が現金を取り扱うことがない。議員が

立て替え払いをすることにより、安価に積算

するよう意識が働く。            

年度末に返還金が発生しない。（議員が現金を

持参しなくてよい） 

議員が年度末まで立替え払いをしなくてはいけない。 

2案 全額年度末に精算後払い。

ただし、半期に精算するこ

とができる。 

議員が高額な金額を立て替えている場合、半

期で支払い分を受け取ることができる。                              

職員が現金を取り扱うことがない。 

上限金額の設定がある費目で、二重に請求する恐れが

ある。議員が 9月末まで立替え払いをしなくてはいけ

ない。                     

事務局が交付手続きを各自 2回行わなければならな

い。（改選年度はさらに交付手続きが増える） 

3案 全額年度末に精算後払い。

ただし、視察及び研修で宿

泊を伴うもののみ随時精算

払いし、それ以外は年度末

に精算払い 

議員が高額な立替え払いをしなくて済む。早

く支払い分を受け取ることができる。  

職員が現金を取り扱うことがない。 

視察などを多数行く議員は、複数回精算しなくてはな

らない。事務局はその都度、精算処理業務の手続きが

必要となる。 

4案 全額年度末に精算後払い。

ただし、3万円以上の請求

はその都度できることとす

る。 

費目に係わらず、高額を使うことができて、

早く支払い分を受け取ることができる。                             

職員が現金を取り扱うことがない。  

事務局はその都度、精算処理業務の手続きが必要とな

る。また、請求が遅くなる場合の対応に苦慮すること

になる。      

5案 随時、精算払いをする。 立て替え払いをしなくて済む。職員が現金を

取り扱うことがない。          

支払いの処理が多くなり、事務が煩雑になる。また、

請求が遅くなる場合の対応に苦慮することになる。

（各議員の支払いを把握する必要がある）上限金額の

設定がある費目で、二重に請求する恐れがある。 






























































